
 

 

 

 

 

 

第３次伊賀市空家等対策計画(案) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 8月 

伊賀市 

資料１―7 



 

 

  



 

 

【目 次】 
 

第１章 計画の改定にあたって ....................................................................................................... 1 

１ 計画の背景 ............................................................................................................................. 1 

２ 計画の位置づけ ..................................................................................................................... 1 

３ 計画の期間 ............................................................................................................................. 2 

４ 対象区域 ................................................................................................................................ 2 

５ 対象建築物 ............................................................................................................................. 2 

第２章 現状及び課題 ..................................................................................................................... 3 

１ 第２次計画の進捗及び実績 ................................................................................................... 3 

（１）取組施策の進捗評価 ....................................................................................................... 3 

（２）取組施策の実績 .............................................................................................................. 4 

（３）推進体制の構築状況 ..................................................................................................... 18 

２ 全国・三重県の空き家の現状と社会情勢の変化 ................................................................ 19 

（１）全国の空き家の現状 ..................................................................................................... 19 

（２）三重県の空き家の現状 ................................................................................................. 23 

（３）法律改正等の動向 ........................................................................................................ 25 

３ 伊賀市の現状 ....................................................................................................................... 27 

（１）人口・世帯数の推移 ..................................................................................................... 27 

（２）空き家の現状 ................................................................................................................ 29 

（３）空き家所有者の意向（アンケート調査） .................................................................... 31 

４ 伊賀市の空き家対策の課題 ................................................................................................. 35 

第３章 計画の基本理念と方針 ..................................................................................................... 36 

１ 基本理念 .............................................................................................................................. 36 

２ 基本方針 .............................................................................................................................. 37 

３ 計画の体系 ........................................................................................................................... 38 

第４章 空き家対策の取組と推進体制 .......................................................................................... 39 

１ 取組施策 .............................................................................................................................. 39 

（１）空き家化の抑制･予防【基本方針１】.......................................................................... 39 

（２）空き家等の活用･流通促進【基本方針２】 .................................................................. 42 

（３）空き家の適正管理の対策【基本方針３】 .................................................................... 46 

（４）古民家等の再生活用に基づく地域の活性化【基本方針４】 ....................................... 52 

２ 推進体制 .............................................................................................................................. 54 

（１）空き家対策の推進体制 ................................................................................................. 54 

（２）協議会の設置 ................................................................................................................ 55 

参考資料 ......................................................................................................................................... 56 

１ 伊賀市空家等対策協議会 ..................................................................................................... 56 

（１）伊賀市空家等対策協議会委員名簿 ............................................................................... 56 

２ 資料 ...................................................................................................................................... 57 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法 ........................................................................ 57 

（２）伊賀市空家等の適正管理に関する条例 ........................................................................ 66 

 



1 

 

第１章 計画の改定にあたって 

１ 計画の背景 

人口の減少、高齢化や都市部への人口集中の進展に伴い、空き家が増加すると共に、適切な

管理がされていないことにより荒廃が進んだ空き家が周囲の住環境に大きく影響を及ぼして

おります。このような状況に対応すべく国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成

26年法律第 127号。以下「空家法」という）が施行され、空き家対策が推進されてきましたが、

空き家の増加や適切に管理されない空き家は増加の一途をたどっていることから、令和５年１

２月には改正空家法が施行されました。この改正においては空家等の「活用の拡大」、「管理の

確保」、「特定空家等の除却等」を柱に総合的に対策を強化することで空き家対策の充実が行わ

れてきました。 

本市においても平成２８年５月に空家等対策計画を策定し積極的に空き家対策に取り組む

ため重点目標などを設定した上で推進してきました。また、令和３年度からの第２次伊賀市空

き家対策計画では第１次計画を踏襲しつつ更なる空き家対策の強化を目的に空き家対策に特

化した「室」を設けることで対策を強化しつつ、本市の空き家対策の３本柱である「流通」「管

理」「再生」の充実に努めてきました。 

特に本市の施策の中では、「古民家等再生活用事業」先進事例として、国をはじめ行政各種団

体の視察を受け入れており大変高い評価を得ております。 

このように、積極的に空き家対策に取り組んでいるものの、人口減少などの影響による空き

家は更なる増加が見込まれております。また、適切に管理されない空き家の増加も相当数増加

することが見込まれ、空き家問題が一層深刻となることが懸念されております。 

これらのことから、改正空家法の内容も踏まえつつ深刻化する空き家問題に対応するため第

３次伊賀市空家等対策計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、「空家法」や「基本指針」、「ガイドライン」に基づき、空家等の適正管理を推進

し、総合計画や各分野別計画など街づくりを進める計画と整合・連動しながら、空家等の利活

用を推進する計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次伊賀市空家等対策計画 

空家等の推進に関する特別措置法（空家法）  

伊賀市立地適正化計画  

伊賀市都市マスタープラン 

伊賀市中心市街地活性化基本計画  

伊賀市景観計画  

伊賀市歴史的風致維持向上計画  

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実
施するための基本的な指針  
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置

に関する適切な実施を図るために必要な指針  

第３次伊賀市総合計画 

整合 

整合･連動 
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３ 計画の期間 

本計画は、計画期間を「2026(令和 8)年度から 2030(令和 12)年度までの５年間」とします。 

なお、社会経済情勢や関連する制度の見直しなど、地域の状況が大きく変化した場合には、

計画期間中においても必要な見直しを行うものとします。 
 

 2025年度 
令和 7 年度 

2026年度 
令和 8 年度 

2027年度 
令和 9 年度 

2028年度 
令和 10 年度 

2029 年度 
令和 11 年度 

2030年度 
令和 12 年度 

       

 

４ 対象区域 

空家等は、広く市域に分布することが想定されることから、本計画が対象とする地区は市域

全域とします。 

 

５ 対象建築物 

原則として、対象とする建築物は空家法第２条第１項に規定されている「空家等」とします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

策定準備 

第３次空家等対策計画 策定 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
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第２章 現状及び課題 

１ 第２次計画の進捗及び実績 

（１）取組施策の進捗評価 

第２次計画で設定された空き家対策計画体系において、概ね達成することができました。 

重点目標・施策においては、空き家バンク制度の充実、魅力創出においてブラッシュアップ

を繰り返すことにより、利用される方の利便性等の向上や発信力の強化に努めました。しかし

ながら、重点目標・施策の２-３においては進捗率 50％となっており、空き家バンクは制度の

大きな見直し等も含め、更なる充実にむけた取り組みが必要であります。 

また、古民家再生活用事業においては、全国に先駆けた取組を行っていますが、新たな事業

や事業者の創出に至っていないことから制度の充実や見直しを行う必要があります。 

以上を踏まえ、第３次計画においても積極的に空き家対策の取り組みを行い、今回の評価に

おいて進捗率の低い事業に関しては重点的に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
伊賀市空家等対策計画取組進捗状況

総事業数 評価点累計 進捗/達成率

83 321 77%

事業数 評価点
施　策
進捗率

１推進体制の維持と連携強化 １　推進体制の維持と連携強化 5 20 80%

２ 「空き家バンク制度」の魅力創出 6 22 73%

３　新たな「伊賀流空き家バンク制度」の創造 2 5 50%

3古民家等再生活用事業の推進 ４　継続的なまちづくりの推進 4 13 65%

１ 意識の涵養と理解増進 1 4 80%

２ 空家等の発生の抑制 14 52 74%

３　空家等の実態把握の実施 6 20 67%

４ 空家等の適正管理支援の継続 7 30 86%

５　空家等の利活用の推進 11 37 67%

６　空き家の跡地の有効活用 2 9 90%

４ 空家を活用した地域の活性化 ７　地域へのサポートの充実 6 26 87%

８ 移住・転住・交流の促進 7 26 74%

９　お試し移住環境の整備 2 10 100%

６ 特定空家等への措置 10　特定空家等に対する措置 10 47 94%

※進捗率＝「評価点」÷（事業数×５点）

基本目標・施策

１ 空家化の予防

２ 空家等の適正管理の促進と実態
把握

３ 空家の活用によるまちづくりの推進

５ 移住・定住の促進

伊賀市空家等対策計画

計画の体系

重点目標・施策 ２ 「空き家バンク制度」の充実
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（２）取組施策の実績 

①伊賀流空き家バンクの実績 

1)物件登録申請件数の推移 

全国で展開している空き家バンクの登録物件の状況から、多くの市区町村が物件の確保

に苦労している状況がうかがえる中、伊賀市独自のサービスや制度を取り入れ、全国の空

き家バンクとの差別化を図ることで登録物件の増加を目指しました。空き家バンク制度は、

2016（平成 28）年７月に制度を開始し、同年 10 月から運用を開始しました。計画策定を

行う段階で、空き家の確知調査を行い、空き家所有者への空き家実態調査の中で、空き家

バンク制度の周知を図ったことと、空家法の啓発を行ったことが要因のひとつと考えられ

ます。 

また、成約数の増加から、報道各社に記事として取り上げられたことで、さらに認知度

が挙がったことが要因であると考えらえます。 

物件登録数は、2025（令和 7）年３月末で 581 件です。制度開始以来平均して約 6５件/年の

登録があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)移住（転住）利用者の推移 

伊賀流空き家バンクへの移住（転住）利用登録者の推移は、順調に利用登録者は増えて

います。2025（令和 7）年 3 月末時点で、海外居住者も含め延べ 2,190 世帯の登録があり

ます。制度開始以来平均して約 240 世帯/年の登録があります。 

増加傾向にある要因として、伊賀流空き家バンクとして、他の市町村で行っている空き

家バンクとの差別化が図れたことが要因のひとつであることが考えられ、物件情報誌の発

行（現在は物件情報誌でなく、リアルタイムで情報発信を行うため伊賀流空き家バンク独

自のホームページで公開中）と、不動産事業者（媒介事業者）や他の職能団体との官民連

携した取り組みによる様々なサポートの実現など他の自治体では行っていないサービス

の展開ができたこと、安定した物件の供給が成果に繋がったと考えられます。 
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伊賀流空き家バンクは、本市と媒介事業者と連携して運営しています。内覧（平日、土

日不問）から交渉そして契約まで一貫して媒介事業者が行います。これは、空き家バンク

利用者のトラブルや困りごとの中に、「行政が行っている空き家バンクは平日しか対応し

ない」や「登録したら、後は直接交渉して下さい」など、移住を希望しているにも関わら

ず、土地勘も地域の情報も無く手放されるといったイメージがあり、サポートを期待して

いる声がありました。伊賀流空き家バンクでは、そうした利用者のニーズを叶える方向で

空き家バンク制度の構築を行ったことで、安心して利用できる制度となったことが成果に

繋がったと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地域別の利用登録者割合（年度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83
233

431

703

964

1225

1570

1876

2190

0

500

1000

1500

2000

2500

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

延べ利用登録世帯

利用登録者数（件数） 割合（％）

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

北海道・東北 2 1 1 0 0.8% 0.3% 0.3% 0.0%

関東 14 27 19 17 5.4% 7.8% 6.2% 5.4%

北陸・中部 0 2 2 3 0.0% 0.6% 0.7% 1.0%

東海 163 197 169 184 62.7% 57.1% 55.2% 58.6%

関西 80 109 113 103 30.8% 31.6% 36.9% 32.8%

中国 0 3 1 1 0.0% 0.9% 0.3% 0.3%

九州・沖縄 1 5 0 6 0.4% 1.4% 0.0% 1.9%

海外 0 1 1 0 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%

260 345 306 314 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%合計

居住地

5.4%

7.8%

6.2%

5.4%

62.7%

57.1%

55.2%

58.6%

30.8%

31.6%

36.9%

32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

北海道・東北 関東 北陸・中部 東海 関西 中国 九州・沖縄 海外
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居住地域別の利用登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ホームページアクセス数 

空き家バンク利用登録者は、遠方に居住している人が多く、気になる複数の物件を内覧

することが難しい場合もあります。そこで伊賀流空き家バンクのホームページでは、物件

の情報だけでなく、360 度カメラや YouTube 動画による物件案内を行っています。写真で

は写らない部屋の隅々まで見渡すことができるので、物件の良いところだけでなく、傷ん

でる箇所や補修ポイントも具体的に確認することができます。バーチャル内覧は気軽に物

件を確認することができると高い評価を得ております。 
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4)成約数の推移 

成約数は利用登録者の増加に伴って、年々増加傾向にあり、2025（令和 7）年３月末現

在では、成約件数は 257 件です。制度開始以来平均して約 30 件/年の成約があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成約数（利用者＝購入者の居住地）の割合（年度別） 
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利用登録者数（件数） 割合（％）

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

関東 1 2 2 4 3.2% 5.1% 5.6% 10.5%

東海 19 29 20 21 61.3% 74.4% 55.6% 55.3%

関西 10 8 13 12 32.3% 20.5% 36.1% 31.6%

九州・沖縄 1 0 1 0 3.2% 0.0% 2.8% 0.0%

海外 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%

31 39 36 38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

居住地

合計

3.2%

5.1%

5.6%

10.5%

61.3%

74.4%

55.6%

55.3%

32.3%

20.5%

36.1%

31.6%

3.2%

2.8%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3年度
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R6年度

関東 東海 関西 九州・沖縄 海外
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成約数（利用者＝購入者の居住地）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成約者の年代 
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40
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（件数）

R3.4.1～R4.3.31 R4.4.1～R5.3.31 R5.4.1～R6.3.31 R6.4.1～R7.3.31

１０代 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

２０代 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 3 ( 2 ) 1 ( 1 )

３０代 7 ( 5 ) 7 ( 5 ) 4 ( 2 ) 7 ( 5 )

４０代 4 ( 3 ) 9 ( 4 ) 10 ( 2 ) 5 ( 4 )

５０代 8 ( 2 ) 13 ( 6 ) 6 ( 2 ) 9 ( 3 )

６０代 6 ( 2 ) 6 ( 1 ) 7 ( 2 ) 8 ( 0 )

７０代 2 ( 0 ) 3 ( 2 ) 4 ( 2 ) 1 ( 0 )

８０代～ 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

事業所、不明 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 7 ( 4 )

計 31 ( 15 ) 39 ( 18 ) 36 ( 12 ) 38 ( 17 )

R5年度 R6年度

成約者（内 伊賀市の成約者）

R3年度
購入者年代

R4年度

・平均築年数 46年 

・築年数が最も浅い物件 25年 

・築年数が最も古い物件 138年 

・平均価格 402万円 

・300万円以下での売却 36％（41件） 

・６ケ月以内に成約に至る物件 65％（74件） 

・１年以内に成約に至る物件 73％（82件） 

※千円未満切り捨て 
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5)空き家バンク制度の変更 

空き家バンク制度において利用者や登録者の利便性向上及び職員の業務改善を目的に

第 2 次計画期間中に伊賀流空き家バンク制度について定めた「伊賀市空き家バンク制度に

関する要綱」の改正を行いました。 

 

【令和 4 年 6 月 9 日改正】 

空き家バンク物件の購入等は居住（居住兼店舗）目的のみとしていたのを改正により

居住目的以外に店舗・事務所・社宅などでの利用も可能とした。 

 

【令和５年 4 月 1 日改正】 

空き家バンク利用者の登録申請をオンラインで手続きすることも可能とした。 

空き家バンクの運用を見直し、市で行っていた物件内覧業務を媒介事業者が行うこと

に変更し内覧から契約までを一貫して媒介事業者が行うことにした。 

伊賀市が先行して行っていた「空き家バンク物件に付随する農地の 1 平方メートルか

らの取得可能」について、農地法の改正により令和５年４月１日から農地の権利取得時

に求められていた下限面積要件が撤廃されたことに伴い制度を廃止した。 

 

【令和 6 年 4 月 1 日改正】 

空き家の物件登録・変更・抹消や利用者登録の変更・抹消等すべて登録申請をオンラ

イン化し 24 時間対応可能とした。 

 

【令和 6 年 10 月 1 日改正】 

福祉目的に限り、物件購入後の貸付利用を可能にした。 

 

【令和 7 年 4 月 1 日改正】 

改正により、所有者の同意を得られた物件で、次の場合に限り使用目的（解体等を行

い活用）を問わず購入可能した。 

①物件公開日から６カ月を経過しても売買の成立しない物件については、空き家バン

ク媒介事業者に限り購入が可能。 

②物件公開日から１年を経過しても売買の成立しない物件については、使用目的を問

わず購入が可能 

ただし、①②のいずれの場合も、購入者は必ず、空き家等を適正に管理し、地域の活

性化や、生活環境の安全安心の確保を行い、地域住民と協調しながら良好な関係を築く

必要がある。 
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②空き家等対策の補助金交付実績 

空き家等の流通や活用、解体を促進するため、国や県の補助金を利用し、空き家所有者

等へ補助金を交付しました。 

 

1)除却事業補助金 

【除却】空家等除却費補助金 

特定空家と市が認定した建物で解体除却の行政指導を受けている方が空き家を解体

する場合に、解体費用の一部を補助。 

【除却】空家再生等推進事業補助金（跡地活用除却工事） 

跡地を地域の活性化に資するため、市内の空家等を解体除去し、ポケットパークな

どの憩いの場や収益性を求めない地域住民や観光客などが利用できる駐車場を設ける

工事を行う費用の一部を補助。 

 

除却事業補助金の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助金の名称や補助内容等は、実施年度によって異なる場合があります。 

補助金名称は、補助金交付要綱が違うが同様の補助金を交付している場合は、最初に

公布した補助金要綱名で記入しています。 

 

 

  

【除却】空家等除却費
【除却】空家再生等推進事業

（跡地活用除却工事）

2016 平成28 6 0

2017 平成29 8 0

2018 平成30 12 0

2019 平成31･令和1 10 0

2020 令和2 13 2

2021 令和3 9 1

2022 令和4 8 1

2023 令和5 9 0

2024 令和6 7 0

82 4

年　　度

計
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2)活用事業補助金 

【活用】空き家移住促進安心住宅リフォーム等補助金 等 

市外からの移住を促進するため、空き家物件購入者に対して、住宅診断費用（年度

によって対象外）及びリフォーム又はリノベーション工事等の費用の一部を補助。移

住を希望する子育て世帯や若年世帯を支援するため、加算金がプラスされる年度もあ

り。 

【活用】空家再生等推進事業補助金（空家等再生工事） 

居住環境の改善及び地域の活性化に資するため、市内の空家等を滞在体験施設、交

流施設、体験学習施設、創作活動施設又は文化施設等の用に供するために行う空家等

を増築し、又は改修する工事を行う費用の一部を補助。耐震基準を満たす必要あり。 

【活用】空家再生等推進事業補助金（古民家等再生工事） 

伊賀市古民家等再生活用指針に定める古民家等の改修を行う工事を行う費用の一 

部を補助。耐震基準を満たす必要あり。 

 

活用事業補助金の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助金の名称や補助内容等は、実施年度によって異なる場合があります。 

補助金名称は、補助金交付要綱が違うが同様の補助金を交付している場合は、最初に

公布した補助金要綱名で記入しています。 

 

 

  

【活用】リフォーム

（リノベーション）

【活用】空家再生等推進事業

（空家等再生工事）

【活用】空家再生等推進事業

（古民家等再生工事）

2016 平成28 0 0 0

2017 平成29 0 0 0

2018 平成30 5 1 0

2019 平成31･令和1 0 0 0

2020 令和2 5 1 2

2021 令和3 1 0 0

2022 令和4 0 0 0

2023 令和5 0 0 1

2024 令和6 0 0 0

11 2 3

年　　度

計
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3)促進事業等補助金 

【促進】空き家バンク家財処分等事業補助金 等 

活用・流通を促進するため、空き家バンク登録物件（年度によって宅地建物取引業

者と媒介契約結んだ空き家、解体工事予定の空き家も対象）の空き家の家財道具等の

処分費用の一部を補助。 

【促進】移住促進空き家テレワーク等設備整備支援事業補助金 等 

市外からの移住を促進するため（年度によって空き家等を改修して整備する者が対

象）、市内の空き家等を取得し（年度によって取得していない空き家等も可）、リモー

トワークなど行うための機器を購入し、又はＬＡＮ設備等工事などの住宅の改修する

工事等（年度によってテレワーク施設整備のための工事等）を行う費用の一部を補助。 

 

除却事業補助金の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助金の名称や補助内容等は、実施年度によって異なる場合があります。 

補助金名称は、補助金交付要綱が違うが同様の補助金を交付している場合は、最初に

公布した補助金要綱名で記入しています。 

 

 

 

 

  

【促進】家財処分 【促進】テレワーク

2016 平成28 0 0

2017 平成29 0 0

2018 平成30 4 0

2019 平成31･令和1 4 0

2020 令和2 6 6

2021 令和3 5 0

2022 令和4 6 0

2023 令和5 0 0

2024 令和6 0 0

25 6

年　　度

計
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4)行政代執行の実績 

空家等の発生又は周辺等へ悪影響を及ぼしている空家等の発生を周辺地域住民や通行

人等の通報を受け、空家法並びに条例、規則に基づき立入調査を行い、空家等であるか調

査を行い、物的状態等により特定空家等と判定し行政代執行を行いました。また代執行後

の跡地で活用見込みがあるものについては財産管理人を選任しました。 

 

行政代執行の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)視察等受入数 

第１次計画最終年度及び第２次計画中の視察の受入件数は４４件で、内訳としては国県

１２件、市町村２８件、大学１件、民間３件となっています。 

 

視察等受入数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年　度 代執行宣言日 代執行の方式 場　所
跡地の財産管理人選任状況

活用状況

跡地の財産管理人選任状況

管理人種類
跡地処分済

H30 H30.8.20 略式 柘植

R2 R2.11.20 略式 柏尾

R3 R4.1.24 略式 上野車坂町 〇 相続財産管理人

R4 R4.10.18 略式 緑ケ丘南町 〇 相続財産管理人 処分済

R4 R5.1.19 略式 上野寺町 〇 不在者財産管理人 処分済

R5 R5.12.21 略式 佐那具 〇 相続財産清算人

R6 R6.11.5 行政 八幡町

R7 R7.4.16 緊急 寺田

R7 平野中川原 〇 所有者不明土地建物管理人

国・県 市町村 大学 民間 合計

2020 令和2 4 3 1 2 10

2021 令和3 1 2 0 0 3

2022 令和4 2 11 0 0 13

2023 令和5 4 9 0 1 14

2024 令和6 1 3 4

12 28 1 3 44

年　　度

計



14 

 

 

 

6)講演・発表・出前講座依頼数 

第１次計画最終年度及び第２次計画中に、本市の空き家対策の取り組みについて、講演

や先進地報告発表の依頼回数は５回で、市内の住民自治協議会等から出前講座や説明会の

依頼は１６回となっています。 

 

講演・発表・出前講座依頼数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講演・発表 出前講座・説明会 合計

2020 令和2 2 1 3

2021 令和3 0 1 1

2022 令和4 1 3 4

2023 令和5 1 7 8

2024 令和6 1 4 5

5 16 21

年度

計
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③空家再生等推進事業の実績 

第１次計画、第２次計画では、空家等を再生又は除却しようとする地域や団体、事業者、

移住者などへの支援制度として「空家再生等推進事業」に取り組んできました。これまで

跡地活用除却が４件、空家等再生が２件となっております。 

 

活用事例 内  容 

伊賀流忍者道場 ・ 体験

宿泊施設 

 

 

 

※それぞれの採択事業の PDF の一部を貼り付け 

 

 

 

里山かがく学院 

 

 

 

 

 

 

 

跡地活用（空き家解体及

び駐車場等整備事業） 

※申請は２件分 

上野忍町地内  

 

 

 

 

 

 

 

跡地活用（空き家解体及

び駐車場等整備事業） 

中馬野地内 

 

 

 

 

 

 

 

跡地活用（空き家解体及

び駐車場等整備事業）  

菖蒲池地内 
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④古民家等再生活用事業の実績【歴史的資源を活用した観光まちづくり】 

1)古民家等再生活用事業の概要 

本市では 2019 年３月に本市を含め(株)NOTE、（一社）ノオト、西日本旅客鉄道株式会

社の４者で連携協定を締結し古民家再生活用事業に取り組んでおります。 

この連携協定では、協定を締結した各当事者の特性を生かしつつ、それぞれの知見やネ

ットワークを活用し、連携協力して歴史的資源を活かした地域活性及び観光振興を目的に

協力して事業を推進しています。 

この事業では空き家対策の側面と併せて、地域活性化及び観光まちづくり、歴史的建造

物の保存活用等の多様な側面を包含した事業となっていることから、先進事例として国や

各種行政団体等多数の視察等を受けており空き家策において注目を浴びている事業とな

っています。 

  

2)整備の状況 

第１期事業においてはフロント及びレストラン、客室３室を備えた KANMURI 棟を市

所有の国の有形登録文化財である栄楽館を改修して整備を行いました。併せて KOURAI

棟、MITAKE 棟の２棟を改修したことにより客室合計 10 室の整備を行いまち全体がホテ

ルになる分散型ホテルの運営を順次開始しました。 

また、令和 5 年度からは第２期事業として令和 6 年３月に NOMATSU 棟、令和６年 8

月に NOZAKI 棟の整備を行い令和 8 年３月末時点で５棟 14 室及びレストランが稼働し

ています。 

更に第３期事業として１棟整備中であり更なる発展に向け事業を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIPPONIA HOTEL 伊賀上野城下町 整備状況 
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第２期事業 NOMATSU 棟 

第２期事業 NOZAKI 棟 
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（３）推進体制の構築状況 

第１次、第２次計画において推進体制の構築を行い 12 団体の職能団体と包括連携協定を締

結し、空き家の流通促進、歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進など、官民連携した取

り組みが推進できた。 

また、令和５年度の改正空家法において新たに設けられた空家等管理活用支援法人制度を活

用し、２団体の認定を行い官民連携した空き家対策の取り組みを推進しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●空家等管理活用支援法人の指定 
令和 5 年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、「空家等管理活用支援法人制

度」が新たに創設されました。この制度は、民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、市

の補完的役割を果たすことを目的としています。 

本市は三重県内で初めて空家等管理活用支援法人を指定し、現在 2 団体指定しております。 

 

 

 

 

 

  一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会  
 令和 6 年 8 月 22 日指定 

一般社団法人三重県建築士事務所協会  
 令和 6 年 11 月 11 日指定 
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２ 全国・三重県の空き家の現状と社会情勢の変化 

（１）全国の空き家の現状 

①総住宅数 

2023 年 10 月１日現在における我が国の総住宅数は 6502 万戸と、2018 年と比べ、4.2％

（261 万戸）の増加となっています。総住宅数はこれまで一貫して増加が続いており、過去

最多となっています。 

 

図 総住宅数及び増加率の推移－全国（1978年～2023 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）単位未満を含む数値で計算しているため、表章数値による計算とは一致しない場合がある（以下同様）。 

 

出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（確報集計）結果 

 

 

総住宅数を都道府県別にみると、東京都が 820 万戸と最も多く、次いで大阪府が 493 万

戸、神奈川県が 477 万戸などとなっています。  

また、2018年からの総住宅数の増加率を都道府県別にみると、沖縄県が 7.2％と最も高く、

次いで東京都が 6.9％、神奈川県及び滋賀県が 5.9％などとなっています。三重県は 2.3％と

なっており、全国平均の 4.2％を下回っています。 
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表 総住宅数及び増減率－全国、都道府県（2018年、2023 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（確報集計）結果 
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②空き家 

2023年の全国の空き家数は過去最多の902万戸となり、総住宅数に占める空き家率は51.3

万戸（13.8％）に上昇しました。これは 2018 年の 848.9 万戸（13.6％）から 0.2 ポイント上

昇し、過去最高となっています。 

空き家数の推移をみると、1993 年から 2023 年までの 30 年間で空き家数は約 2 倍に増加

しており、一貫して増加傾向が続いています。 

また、空き家数のうち、「賃貸・売却用や二次的住宅（別荘など）を除く空き家」は 385 万

6 千戸で、2018 年と比べ 36 万 9 千戸増加し、総住宅数の 5.9％を占めています。 

 

図 空き家数及び空き家率の推移－全国（1978年～2023年） 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（確報集計）結果 
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空き家率を都道府県別にみると、和歌山県及び徳島県が 21.2％と最も高く、次いで山梨県

が 20.5％などとなっています。  

また、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」を都道府県別にみると、鹿児島県が

13.6％と最も高く、次いで高知県が 12.9％、徳島県及び愛媛県が 12.2％などとなっており、

西日本で高い傾向となっています。 

三重県は空家率が 16.4％、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率が 9.5％となって

おり、全国平均を上回っています。 

 

表 空き家率－全国、都道府県（2018年、2023年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（確報集計）結果  
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（２）三重県の空き家の現状 

令和 5 年住宅・土地統計調査（総務省）による三重県の状況は以下の通りとなっています。 

 

・三重県内の住宅は約 87.4 万戸であり、そのうち約 14.3 万戸が空き家となっています。 

・空き家の住戸数は、S63年から右肩上がりで増えています。 

 また、R5年の三重県空き家の住戸数は、S63年の約 2.6倍に増加しています。 

・三重県の住宅総数に占める空家率は 16.3％で、全国の空き家率 13.8％と比べて高い

水準となっています。 

・空き家の中でも「適正に管理されず放置されている可能性のある住宅」が約 8.3万戸

にのぼり、空き家全体の約６割を占めています。また、そのうちの約８割が木造一戸

建て住宅となっています。 

・県内の地域別の空き家率は、北勢地域約 13％、中勢地域約 16％、伊賀地域約 18％、

伊勢志摩地域約 22％、東紀州地域約 34％と県南部ほど高くなっています。 

 

図 三重県空き家数、空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 三重県空き家の構成別内訳     図 管理されず放置されている住宅 建て方別内訳 
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図 地域別の空き家率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域別の空き家率は、R5住宅・土地統計調査において掲載のある市町のみの集計結果です。 
 

出典：三重県 県土整備部 住宅政策課  
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（３）法律改正等の動向 

国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 26年法律第 127号。以下「空家法」

という）が施行され、空き家対策が推進されてきましたが、空き家の増加や適切に管理され

ない空き家は増加の一途をたどっていることから、令和５年１２月には改正空家法が施行さ

れました。この改正においては空家等の「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却

等」を柱に総合的に対策を強化することで空き家対策の充実が行われてきました。 

また、民法の一部を改正する法律（令和３年法律第 24号。以下「改正法」という）におい

て相続登記等の申請が義務化されました。これは、登記簿情報と実態の乖離による所有者不

明土地の解消に向けて民事基本法が改正されたもので、管理されず放置されている土地の所

有者の所在などを明確にするために改正されております。更に、令和８年４月から不動産所

有者の住所・名前の変更登記が義務化されることになりこれらは空家対策を推進する上で大

きな改正となっています。 

更に、税制改正においても空き家の発生抑制のため、空き家の譲渡所得の 3,000万円特別

控除も適用期間が４年間延長されるとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を

実施する場合にも適用対象となるように拡充されています。 

これらの法改正に関しては第３次計画においても重点的に取り組んでいく必要がありま

す。 
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■その他法律改正のポイント 

●改正のポイント（１）：相続登記申請の義務化 

・相続によって不動産を取得した相続人は、その相続の開始を知った日から３年以内
に相続登記申請を行う義務化を追加 

 ※法施行日以前に発生した相続も対象となる。 
 ※正当な理由が無く義務に違反した場合は、10 万円以上の過料の適応対象となる。  

 

●改正のポイント（２）：住所・名前の変更登記の義務化 

・不動産の所有者（所有権の登記名義人）は、氏名若しくは名称又は住所（以下「住所
等」とする）について変更があったときは、その変更日から２年以内に変更登記の申
請の義務化を追加 

 ※法施行日以前に住所等を変更した場合も対象となる。 
 ※正当な理由が無く義務に違反した場合は、５万円以上の過料の適応対象となる。  

 

●改正のポイント（３）：空き家の譲渡に係る税負担の特例措置 

・相続から起算して３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに、被相続人の
居住用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一
定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から 3,000 万円を特別
控除する制度です。 

・令和６年 1 月１日以降の譲渡からは、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する
年の翌年２月 15 日までに耐震改修又は除却を行った場合、工事の実施が譲渡後で
あっても適用対象となれることになり制度が拡充されました。 

 ※家屋及びその敷地を相続した相続人の数が３人以上の場合は 2,000 万円 
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３ 伊賀市の現状 

（１）人口・世帯数の推移 

本市の人口は、2000（平成 12）年をピークに減少に転じ、2020（令和 2）年は 88,766 人

と、ピーク時と比較し、12.6%減少しており、今後も人口減少が進むことが推計されていま

す。 

年齢別人口を見ると、少子高齢化が進行し、0〜14 歳人口は人口比率が 10.9％（2020 年）

から 8.2％（2050 年）、15-65 歳人口は 55.7％（2020 年）から 49.7％（2050 年）、65 歳以

上人口比率は 33.4％（2020 年）から 42.2％（2050 年）と大幅な上昇が推計されています。 

高齢化率は、2020 年には 33.4%になっており、その後も増加し続けると予測されていま

す。 

世帯数は 2010年の 34,915 世帯をピークに 2015年は 33,651世帯と減少しましたが、2020

年は 36,615 世帯と増加に転じています。 

世帯構成では、高齢夫婦世帯、高齢単身者世帯ともに増加傾向にあります。 

 

 

 

図 伊賀市の人口推移と将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：1995年～2020 年 国勢調査 
2025年以降「日本の将来推計人口（令和 5 年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 
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表 伊賀市の人口推移と将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 伊賀市の世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査   

  

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

人口総数 （人） 101,435 101,527 100,623 97,207 90,581 88,766 84,149 79,441 74,749 70,033 65,258 60,581

（人） 15,793 14,492 13,200 12,164 10,763 9,699 8,247 7,127 6,462 6,039 5,543 4,953

（％） (15.6%) (14.3%) (13.1%) (12.5%) (11.9%) (10.9%) (9.8%) (9.0%) (8.6%) (8.6%) (8.5%) (8.2%)

（人） 64,940 63,660 62,119 58,146 51,131 49,461 46,818 43,941 40,734 36,543 33,026 30,084

（％） (64.0%) (62.7%) (61.7%) (59.8%) (56.4%) (55.7%) (55.6%) (55.3%) (54.5%) (52.2%) (50.6%) (49.7%)

（人） 20,490 23,366 25,298 26,733 28,668 29,606 29,084 28,373 27,553 27,451 26,689 25,544

（％） (20.2%) (23.0%) (25.1%) (27.5%) (31.6%) (33.4%) (34.6%) (35.7%) (36.9%) (39.2%) (40.9%) (42.2%)
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（２）空き家の現状 

①住宅・統計調査による空き家の推移 

「2023（令和 5）年住宅・土地統計調査」によると、伊賀市の住宅総数は 44,830戸となっ

ています。このうち空き家は 9,230戸であり、伊賀市の総住宅数に占める割合は 20.6％とな

っています。今後、事項減少と高齢化が進行していくと予測されている一方で、総住宅数は

増加傾向にあることから、さらに空き家が増加していくことが想定されます。 

空き家の内訳をみると、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が 58.1％と半数以上を

占めており、「賃貸用の空き家」が 33.2%、「二次的住宅」が 7.6％、「売却用の空き家」が 1.2％

となっています。 

 

 

図 伊賀市の総住宅数と空き家数、空家率の推移 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

表 伊賀市の総住宅と空き家の推移 

 

 

 

 

 

 

 

   

出典：住宅・土地統計調査 
 

（戸数）

賃貸・売却用及

び二次的住宅を

除く空き家

賃貸用の空き家 売却用の空き家 二次的住宅

2008（平成20）年 40,690
6,280

(15.4％)

3,130

(49.8%)

2,680

(42.7%)

190

(3.0%)

280

(4.5%)

2013（平成25）年 40,930
6,980

(17.1％)

4,360

(62.5%)

2,060

(29.5%)

190

(2.7%)

360

(5.2%)

2018（平成30）年 40,680
7,470

(18.4％)

4,290

(57.4%)

2,500

(33.5%)

90

(1.2%)

580

(7.8%)

2023（令和  5）年 44,830
9,230

(20.6％)

5,360

(58.1%)

3,060

(33.2%)

110

(1.2%)

700

(7.6%)

住宅総数
空き家総数

(空き家率)

空き家（内訳）
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②実態調査による空き家の状況 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

地域別の空き家の実態（2024(令和６)年７月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※令和７年３月末 特定空家数６８件、管理不全空家等９５件 

 

 

 

 

 

 

  

【空き家の実態把握調査】 

・目的：計画策定の基礎資料として市内の空き家等の現状を把握するために実施 

・方法：水道開栓・閉栓情報より、閉栓中及び水道使用量が６か月程度０㎥の画地を抽出、 

    市が把握済及び一部現地により補足 

・時期：令和 6年７月現在（伊賀市水道部が保有する水道開栓・閉栓情報より） 

・結果：空き家対策は推進していますが、市内には 2,500 程度の空き家が存在すると想定さ

れます。 

世帯数（令和６年７月末日）伊賀市広報掲載資料より 
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（３）空き家所有者の意向（アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【空き家所有者活用意向調査】 

・目的：空き家となった原因や現在の管理の状況、将来の利活用に関する意向、伊賀市の空き

家施策の認知度等を把握するために実施 

・方法：令和７年度固定資産税納税通知書に「空き家所有者意向アンケート（QR コード有）」

を同封して実施 ※発送数 約 45,000 通 

・期間：固定資産税納税通知書（令和 7年 4月）発送～6月 10日までインターネットにて回答受付 

・結果：回答数 122 の内、空き家所有者は 98 となっています。 

    空き家の築年数としては、築 50～99 年未満が 45％と最も多くなっています。築 50 年未満

も 34件となっています。 

空き家に住まなくなった理由としては住んでいた方が亡くなったが一番多く、その後、家財

処分が進んでいない空き家が大半を占めるとの回答となっていますが、定期的に管理をさ

れている方が 80％程度いますが、今後の活用が決まっていない方が 71％となっております 

本市の施策の認知度としましては、空き家バンクは 64％の方が認知されていますが、それ

以外の制度に関してはまだまだ認知度が低い状況です。 

 

45件

46%

15件

15%

22件

23%

13件

13%

3件

3%

住まなくなってからの年数

① １～５年

② ６～10年

③ 10～20年

④ 21年以上

⑤ わからない

①

②

③

④
⑤



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64件

57%
16件

14%

11件

10%

5件

4%

7件

6%

10件

9%

住まなくなった理由

①
②

③

④
⑤ ⑥

28件

29%

70件

71%

今後の利活用

① 決まっている ② 決まっていない

①

②

【市内在住】 【市外在住】 

【市内在住】 【市外在住】 
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【市内在住】 【市外在住】 

【市内在住】 【市外在住】 

【市内在住】 【市外在住】 
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【市内在住】 【市外在住】 

【市内在住】 【市外在住】 

【市内在住】 【市外在住】 
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４ 伊賀市の空き家対策の課題 

令和５年度の住宅統計調査から住宅総数及び空き家数は全国的に一貫して増え続けており

ます。人口の少子高齢化等の影響で人口が減少していく中で今後も住宅総数が増加する場合に

は空き家も増加していくことが見込まれます。 

所有者の意向アンケートから「定期的に管理は行っているが、空き家の今後に関しては決ま

っていない」が大半を占めていることから所有者等が適切に管理している間に空き家の将来に

ついて対処することが重要となります。 

空き家の動向やアンケート調査、現在の空き家対策の取り組み状況から、今後の課題を整理

しました。 

 

① 発生抑制・予防 

空き家の発生は建物所有者等の施設等への入所や、相続等により発生することから、建

物の管理がされている間に所有者等に対して早期に空き家の将来について周知、啓発を行

いつつ所有者等が相談しやすい環境を整えることが必要です。 

また、地域や福祉団体等との連携を確立することで所有者情報等を早期に把握し建物等

の適切な管理を促すことが必要となります。 

 

②活用・流通の促進 

空き家等は長期間適切に管理されないと老朽化が進むことから早期に活用・流通される

ことが望まれます。 

アンケート結果から管理されているが将来の利活用が未定の空き家が多数あることか

ら、資産の有効活用について相談会を開催することなどにより啓発を更に推進することが

重要です。本市においては伊賀流空き家バンクの成約件数も多く、広く認知されているこ

とからバンクの有効性について更に周知することで所有者等の空き家等の流通意識の醸

成を高めていくことが必要です。 

また、所有者等の空き家等に対する有効活用の意識醸成のために連携協定団体等と協力

して相談会等の開催し、活用・流通に向けて啓発を行い続けることが必要です。 

 

③空き家の適正管理の対策 

空き家等が地域の生活環境に悪影響を及ぼす前に所有者等に対して適正管理に係る情

報提供や啓発を充分に行うことが求められます。 

 適切に管理されないことから管理不全・特定空家等の地域に悪影響を及ぼす場合には、

所有者等に対して指導や勧告等を行い、適正管理を促すとともに、対応が不十分な所有者

等には空家法に基づく適切な措置を行う必要があります。 

また、近年では相続放棄等により相続人が不在の空き家についての相談が増加している

ことから、有効的な法制度の活用について連携協定団体等と協力して対応方法の構築が必

要となります。 
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第３章 計画の基本理念と方針 

１ 基本理念 

空き家を含む全ての建築物は地域のコミュニティを構成する重要な要素であり、本来、憲法

で規定する財産権や所有権に基づき、所有者等が適正に管理することが原則で、空家法第５条

において「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等

の適切な管理に努めるものとする」と規定されたことから所有者等が自らの責任により適切に

管理することが求められている。 

しかしながら、空き家等の所有者などの相続問題や経済的な事情から適切に管理されていな

い空き家が存在しており、防災、衛生、景観等の地域のコミュニティに活動に大きな影響を及

ぼしている場合があります。 

所有者等の適正管理が前提ですが、そのような空き家等に関しては、地域住民における生活

環境の安全・安心を図るため、市、地域、住民自治協議会及び協定団体等が連携して空き家対

策に取り組みます。 

本計画では、第２次計画を踏襲し事業を継続して推進するため、空家法に基づき空家等の適

正管理に取り組むとともに、利活用可能な空き家を「地域資源」として位置づけ活用を推進す

ることで、地域コミュニティ維持に向けた施策にも取り組むことで、空き家に対する総合的な

計画とし、住みたい住み続けたいまちづくりを進めます。 

そのため、空き家対策並びに活用等に向けた基本理念を総合計画との整合を図って次のよう

に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針の実現に向けた重点的な取組】 

・空き家等の発生抑制対策 

・空き家バンク制度の充実 

・古民家等の再生活用に基づく地域活性化 

基本理念 

 だれもが安心な生活環境での暮らしの実現 
～空き家等を活用した地域活性化の創出～ 

伊賀流空き家バンクホームページ 古民家再生活用事業：NIPPONIAHotel 伊賀上野 
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２ 基本方針 

基本理念のもと空き家対策の課題等に対して以下の４つの基本方針を定めます。 

 

 

少子高齢化の進展による人口減少などの社会情勢の変化に伴い、今後も空き家等がますま

す増加していくことが予想されます。このため、空き家等の適正管理に加え、新たな空き家

等の発生を抑制していくことがますます重要になっています。 

そのため、空家等の実態把握に努めるとともに、空き家等が発生する原因、空き家等がも

たらす様々な問題について、市民や所有者等の理解を深め、周知・啓発を図ることで空き家

化の抑制及び予防に努めます。 

 

 

 

 

 

適切に管理されている空き家等は、周辺の生活環境に悪影響を与えることはありませんが、

空き家等の期間が長期化するほど建物の老朽化が進み、利活用できない状態になります。 

そのため、空き家等をそのまま放置せず、活用・流通促進に向けて、啓発及び利活用に係

る支援や情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

空き家等を含む建築物は、所有者等が適正に管理することが原則ですが、様々な事情から

空き家の管理を十分行うことが難しい状況も発生しています。そのような空き家等が保安上

の危険など地域の生活環境に悪影響を及ぼす場合があります。 

そのため、空き家等が周辺に及ぼしている影響を把握し、空家法やその他関係法令に基づ

き適切な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

利活用可能な空き家を「地域資源」として位置づけ活用を推進し、歴史的資源の古民家等

を活用した観光まちづくりを進めていくことが大切です。 

そのため、２０１９年６月に策定した「古民家等再生活用指針」に基づき、本計画ではこ

れまでの取組や今後の動向を加味したうえで、さらなる創意工夫を行い、発展させた古民家

等の再生活用事業を推進します。 

 

 

 

  

① 空き家等の発生抑制対策 

② 空き家等の実態把握 

【基本方針１】 「空き家化の抑制・予防」 

① 空き家等の活用 

② 空き家の相談体制拡充 
③ 空家等活用促進区域の指定 

【基本方針２】 「空き家等の活用・流通促進」 

① 適正に管理されていない空き家等への対処 

② 管理不全・特定空家等の対処 
③ 空家法以外の法令による対処 

【基本方針３】 「空き家の適正管理の対策」 

① 古民家等の再生活用のための官民連携実施体制の促進 
② 古民家等の再生活用希望者への支援 
③ 古民家等の歴史的資源に関する観光施策との連携体制の整備 
④ 古民家等の活用事例に関する情報発信 

【基本方針４】 「古民家等の再生活用に基づく地域の活性化」 

取組施策 

取組施策 

取組施策 

取組施策 
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３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基
本
理
念 

だ
れ
も
が
安
心
な
住
環
境
で
暮
ら
せ
る 

基本方針 取組施策 

①空き家等の発生抑制対策 
1居住・活用の継続による空き家等の発生
抑制 

2相続登記の義務化の周知による空き家等
の発生抑制 

3空き家化の抑制・予防の啓発、広報、相
談会の拡充 

4空き家等の適正な管理方法の周知 

(１)「空き家化の抑制・予防」 

②空き家等の実態把握 
1地域等との連携強化 
2空き家の所有者へのアンケート調査 

①空き家等の活用 
1空き家バンク制度の充実 
2移住コンシェルジュとの連携 
3地域特性に応じた空き家の活用や支援 
4福祉団体等との連携による活用 

②空き家の相談体制拡充 
1連携協定団体や空家等管理活用支援法
人等との連携 

③空家等活用促進区域の指定 

①適正に管理されていない空き家等への
対応 
1適正に維持管理されていない空き家所有
者への助言、指導 

2空き家の所有者への管理、処分に向けた
支援 

3所有者不在の空き家等への対応に向けた
支援 

②管理不全・特定空家等の対処 
1管理不全・特定空家等の所有者へ助言や
指導、勧告等 

2条例に基づく緊急安全措置の実施 
3空家特措法に基づく代執行の実施 
4特定空家の所有者への解体等に関する支
援 

③空家法以外の法令による対処 
1他法令による管理されていない空き家等
への支援 

2財産管理制度等の活用 

①古民家等の再生活用のための官民連携
実施体制の促進 

②古民家等の再生活用希望者への支援 

③古民家等の歴史的資源に関する観光
施策との連携体制の整備 

④古民家等の活用事例に関する情報発信 

(2)「空き家等の活用・流通促進」 

(4)「古民家等の再生活用に 

基づく地域の活性化」 

(3)「空き家の適正管理の対策」 

※赤字は重点的な取組 
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第４章 空き家対策の取組と推進体制 
 

１ 取組施策 

計画の基本方針に基づき取組施策を展開します。 

（１）空き家化の抑制･予防【基本方針１】 

①空き家等の発生抑制対策 

人口減少や少子高齢化の進展等に伴い空き家等が増加傾向にあります。 

そのため、将来空き家となる可能性がある所有者やその家族に対して、空き家とならな

いように意識づけを行い、適切な維持管理について注意喚起を行います。生前贈与や資産

運用などの相談会の開催や関係機関が行う相談窓口や相談会への斡旋を行います。 

また、安心して住み続けられる良好な生活環境の保全・形成を進めることが、空き家の

発生の抑制になるため、地域等に対して情報提供や出前講座を実施するなど支援を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

住宅良質化等の取組（耐

震化・リフォームの普及・

促進） 

居住している住宅の機能等が不十分であると長期間住み続けるこ

とが難しくなり、新たな空き家の発生につながる可能性がありま

す。本市と包括連携協定を結んだ関係団体や空家等管理支援法人

との連携により、市民や所有者等に住宅の良質化を促すため情報

提供を行います。 

木造住宅の耐震化支援 

南海トラフ地震などの大規模地震に備え、木造住宅の安全性を高

め、地震に強いまちづくりを進めるため、本市では木造住宅の耐震

化事業を実施しています。 

空き家の発生を抑制する

ための特例措置の周知 

空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の

3,000 万円特別控除）をホームページ等で周知し、空き家の流通

を促進させます。 

 

 

  

 

(１)-①-１ 居住･活用の継続による空き家等の発生抑制 

(１)-①-２ 相続登記の義務化の周知による空き家等の発生抑制 

(１)-①-３ 空き家化の抑制･予防の啓発､広報､相談会の拡充 

(１)-①-４ 空き家等の適正な管理方法の周知 

取組施策 
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◆具体的な取組（前頁続き） 

取組 取組内容 

相続登記の義務化の周知 

所有者不明土地解消に向け不動産登記法が改正され、相続登記及

び住所等変更登記の義務化や登記手続が簡便化されました。また

相続により取得した土地の所有権を国庫に帰属させることが可能

になる相続土地国庫帰属制度が創設されました。 

空き家等を所有する主な原因は「相続」であり、適正に相続するこ

とで所有者となった方が管理責任を意識し、利活用等の促進が期

待できます。本市では、相続発生時の速やかな名義変更等や住まい

の適切な継承の必要性をパンフレット配布等で広く市民に啓発

し、相続登記の確実な実施の周知について、法務局や関係団体と連

携、協力して取リ組みます。 

ワンストップ空き家相談

会の開催 

空き家の悩み事や困りごとは、とても複雑で解決に時間が掛かる

ことが多く、手続きも複雑で、専門家の助けが無いと中々解決に至

らないケースが多くなっています。 

市では、包括連携協定を結んだ専門機関と連携を行い、相談無料の

ワンストップ空き家相談会を定期的に実施します。 

広報いが、行政チャンネ

ル、ホームページ等での

啓発 

所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等

を適切に管理する責任があります。 

本市では、空き家を放置する危険性や、空き家の管理方法などを、

広報いが、行政チャンネル、ホームページ、固定資産税納税通知書

発送時のチラシ等で広く周知を行います。 

また市作成のおくやみハンドブックや市や各関係機関の作成のエ

ンディングノートなどを配布し、空き家等の適切な管理について

啓発します。 

出前講座の開催 
地域等に対し情報提供や出前講座を実施することで、空き家等の

活用によるまちづくりを地域と連携・協力して取り組みます。 

空き家の管理困難者・空

き家維持管理ビジネスへ

の支援 

所有者が遠方にお住まいなど様々な事情で空き家の維持管理が困

難な方を対象に、市内で維持管理を依頼できる事業者を登録しホ

ームページ等で周知します。また今後利用希望者の増加が予測さ

れることから、空き家の維持管理等を行う制度の充実を図ります。 

ふるさと納税による空き

家の維持管理サービス 

ふるさと納税の寄付額に応じて、本市と提携した管理事業者が、空

き家の維持管理を行うためのサービスを提供しており、継続して

取り組みを行い周知します。 
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②空き家等の実態把握 

空き家等対策を推進するには、空き家等を早期に発見し把握しておくことが重要になる

ので地域との連携を強化することで、空き家情報の把握に努め、空き家等の適正管理に努

めます。 

また、空き家所有者や相続人に対して、継続して「活用意向調査」を行い、所有者の意

向や建物の状態などを把握します。 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

通報・相談による実態把

握 

地域や周辺地域住民からの通報により空き家の実態を把握し、所

有者等から空き家相談をうけ、維持管理サービスや伊賀流空き家

バンクの斡旋を行うことで、空き家の適正管理と活用促進を促し

ます。また地域や福祉団体、関係部署等と連携し実態把握に努めま

す。 

空家等対策マニュアルの

更新 

空き家の調査方法や判定手法など、法律等や現状に合わせて、公平

公正な対応を行うための事務マニュアルである「空き家等対策マ

ニュアル」を更新します。 

空き家所有者等へのアン

ケート調査の実施 

固定資産税の納税通知書に同封するチラシを利用等し、空き家所

有者や相続人等に対して、継続して「活用意向調査アンケート」を

行い、所有者の意向や建物の状態など継続して調査を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(１)-②-１ 地域等との連携強化 

(１)-②-２ 空き家所有者へのアンケート調査 

取組施策 
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（２）空き家等の活用･流通促進【基本方針２】 

①空き家等の活用 

本市は内陸部に位置することから南海トラフ地震の津波による被害想定はなく、比較的

災害の少ない地域でもあり、豊かな自然のなかで程よく便利な田舎暮らしができるまちで

す。また伊賀地域は、古来より城下町や宿場町として栄えてきた地域で、醸成された歴史

と文化があります。第１次計画、第２次計画をとおして、このような伊賀市特有の魅力を

アピールし、移住に繋げてきました。 

第３次計画でも、「伊賀流空き家バンク」や「空家再生等推進事業」による取り組みなど、

有益な空き家の利活用を進め、これからも空き家の所有者等への意識啓発や各種の情報発

信など積極的に働きかけ、各種団体等と連携しながら、空き家を活用したまちづくりを進

めます。 

また、空き家の利活用は産業・商業振興のための活用や福祉施設活用など様々な方法が

あり、それに伴う関係各法の調整や各種計画との調整、課題・ニーズに応えた施策検討な

ど多岐にわたることから、中心市街地、都市計画、移住支援等の庁内関係部署と引き続き

連携していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

伊賀流空き家バンク 

空き家の情報を市のホームページ等で公開し、空き家を買いたい・

借りたい人に紹介するもので、伊賀市内の空き家を有効活用し、移

住・定住を促進して地域の活性化を図っています。 

第 2 次計画中には「伊賀市空き家バンク制度に関する要綱」を改

正し、居住だけでなく、店舗・事務所・社宅などの利用や、解体等

を行い活用することも可能（条件有）になりました。 

本市の外国人住民人口比率は増加傾向にあり、空き家バンクへの

問い合わせも増加しています。バンク利用者登録時には、市作成の

「外国人のための生活ガイドブック」を周知し、ご近所との付き合

い方、引っ越しの仕方など伊賀市でくらす外国人の皆様が安心し

て生活できる情報を提供しています。 

今後も社会情勢に応じ利活用しやすい空き家バンクを目指しま

す。また空き家バンクホームページをより見やすく、より利用しや

すいホームページへ更新し、情報発信を強化していきます。 

中心市街地等で密集する複数の「空き家」と「再建築が難しい土地

（狭あい道路接道地等）」を、点ではなく面（１区画）として解体・

敷地統合・区画再編等を行い、土地の有効活用を行う「ランドバン

ク」の実施にむけて、官民連携で行う場合の採算性や課題等を検討

し、「空き家」「空き地」を取り扱う「伊賀流空き家・ランドバンク」

創設にむけて調査・検討していきます。 

 

(２)-①-１ 空き家バンク制度の充実 

(２)-①-２ 移住コンシェルジュとの連携 

(２)-①-３ 地域特性に応じた空き家の活用や支援 

(２)-①-４ 福祉団体等との連携による活用 

取組施策 
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◆具体的な取組（前頁続き） 

取組 取組内容 

福祉団体等との連携によ

る空き家バンクの活用 

本市では、昨今の社会情勢を鑑み、住宅確保要配慮者等への福祉事

業として、福祉団体等と連携し空き家バンク物件購入後の賃貸利

用を可能としています。 

居住支援協議会は、住宅確保要配慮者が安心・安全な住まいを得

て、地域で尊厳ある暮らしを営み、生活の再建と自立を図るための

支援体制を構築するため、第 2 次計画中に設立しました。「空き家

と住宅確保要配慮者とのマッチング支援」について検討します。 

空き家家財等処分事業補

助金 

伊賀流空き家バンクに登録した空き家（または登録を誓約する空

き家）、宅地建物取引業者と媒介契約を結んだ空き家（または媒介

契約を結ぶことを誓約する空き家）、解体工事を行う予定の空き家

を対象に、家財道具の処分等に対する補助を行います。空き家等の

流通を促進し、管理不全になる空き家の減少を目指します。 

空き家バンク登録物件家

財除去サービス事業者登

録制度 

空き家バンクに登録された空き家の家財を除去する事業者を登録

し、所有者等に紹介することで、円滑に空き家の流通を促進するた

めの制度です。登録事業者をホームページ等で周知しております。

今後はさらなる制度の充実を図ります。 

ICT を活用した移住・転

住の促進 

伊賀流空き家バンクのホームページでは、各物件の情報だけでな

く、360 度カメラやＹｏｕＴｕｂｅ動画による物件案内を行って

おり手軽に疑似内覧ができます。また物件登録や利用者登録に関

するすべての手続きや内覧予約をオンラインでも行うことができ

ます。ICT を活用し利便性を向上させ、移住・転住の促進を進めま

す。 

移住コンシェルジュ 

本市は、移住を希望する方のサポート体制を充実させるために専

任の移住コンシェルジュがおり、住まい、仕事、子育て、環境、地

域のことなど気軽に相談できる体制を整えています。空き家バン

ク事業と連携を密にし、移住者の定住に繋げます。 

若者・子育て世帯移住促

進家賃支援制度 

若者・子育て世帯移住促

進中古住宅取得費補助金 

若者及び子育て世帯の移住や定住を促進し、地域の活力向上を図

るため、市外から転入し定住しようとする人が、市内の賃貸物件に

居住した際の家賃の一部もしくは市内の中古住宅を取得した際の

費用の一部（空き家バンク物件の購入は加算有）を補助します。 

伊賀市おためし移住施設

利用促進助成金 

伊賀市おためし移住施設に宿泊し、各施設が提供する移住体験プ

ログラムを利用することで移住疑似体験ができます。また、利用さ

れた方の宿泊費及び移住体験の利用料金を助成します。 

空家再生等推進事業補助

金 

安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に資する

ため、空家等を再生又は除却しようとする地域や団体、事業者、移

住者などへの支援制度です。空き家の適正管理や利活用に資する

事業であるので、活用普及に向けてより利用しやすい制度設計を

行い、今後も推進していきます。 
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②空き家の相談体制拡充 

空き家の活用や適正管理には、技術面、資金面はもとより法律面や相続面など、幅広い

観点からの支援が必要となります。 

第１次計画では、１２団体・企業との協定を締結しました。第２次計画では、令和５年

に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、「空家等管理活用支援法人

制度」が新たに創設され、現在２団体指定しております。これらの協定等を基にさらなる

関係強化を図り、官民連携した空き家対策を推進します。 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

ワンストップ空き家相談

会の開催（再掲） 

空き家の悩み事や困りごとは、とても複雑で解決に時間が掛かる

ことが多く、手続きも複雑で、専門家の助けが無いと中々解決に至

らないケースが多くなっています。 

市では、包括連携協定を結んだ専門機関と連携を行い、相談無料の

ワンストップ空き家相談会を定期的に実施します。 

空家等管理活用支援法人

による空き家相談会の開

催 

空家等管理支援法人である一般社団法人全国空き家アドバイザー

協議会が月１回空き家相談会を開催し、空き家になる前にすべき

こと等の情報提供や、無料個別相談を行っています。本市は相談会

への後援を行い、専門家への相談窓口として市民へ周知を行い、空

き家の適正管理を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(２)-②-１ 連携協定団体や空家等管理活用支援法人等の連携 

取組施策 
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③空家等活用促進区域の指定 

空家等活用促進区域は空家の活用を通じて人々の活動を促進することが目的の制度で

す。この目的達成に向けて中心市街地の活性化、移住・定住、二地域居住、観光振興、コ

ミュニティ維持など目的意識をもって活用する必要があります。 

区域指定により重点的に空家等の活用を図るエリアを促進区域として定め、空家の活用

を所有者等に働き掛けることや、市町村が都道府県と連携して建築基準法等の規制の合理

化を図り空家等の用途変更や建替え等を促進することができます。本市としても地域の活

性化に寄与する制度であることから指定すべき地域の有無や地域の要望・意向、制度の有

効性を勘案しながら指定について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【空家等活用促進区域について】 

 

出典：国土交通省「空家等活用促進区域の対象・ガイドラインの概要」 
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（３）空き家の適正管理の対策【基本方針３】 

①適正に管理されていない空き家等の対処 

近年、空き家等の所有者や相続人が維持管理に十分な手間をかけることができず、適正

な管理が行われないケースが増加しています。維持管理されていない空き家等により、防

犯や防災等の面で地域の生活環境に悪影響が生じる恐れがあります。 

本市では、適切な管理が行われていない空き家等の所有者等に係る情報を把握し、情報

提供や助言等を行うことにより、管理不全な状態の解消に向けた対応を図ります。また必

要に応じて現地調査や近隣住民等への聞き取り調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

通報・相談による実態把

握（再掲） 

 

地域や周辺地域住民からの通報により空き家の実態を把握し、所

有者等から空き家相談をうけ、維持管理サービスや伊賀流空き家

バンクの斡旋を行うことで、空き家の適正管理と活用促進を促し

ます。また地域や福祉団体、関係部署等と連携し実態把握に努めま

す。 

空家等対策マニュアルの

更新（再掲） 

 

空き家の調査方法や判定手法など、法律等や現状に合わせて、公平

公正な対応を行うための事務マニュアルである「空き家等対策マ

ニュアル」を更新します。 

所有者等確知調査の実施 相続登記が行われていないため相続人の確知がより困難となって

いる建築物等が増加していることから、関係団体等の連携を図り、

継続して所有者等確知調査を行います。 

空き家等の電気、ガス等

の使用履歴の把握 

空家法の改正により、市区町村から電力会社等に情報提供を要請

するとが可能になったため、積極的に活用し所有者等の把握に努

めます。 

適切な管理が行われてい

ない空家等に対する空家

法第 12 条に基づく情報

提供、助言等 

空き家の管理に関すること（財産管理制度、相続土地国庫帰属制

度、敷地内の竹木の伐採、空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控

除等）を所有者等を含めた利害関係人に情報提供します。 

 

 

 

 

 

  

 

(３)-①-１ 適正に維持管理されていない空き家所有者への助言､指導 

(３)-①-２ 空き家の所有者への管理､処分に向けた支援 

(３)-①-３ 所有者不在の空き家等への対応に向けた方策 

取組施策 
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②管理不全･特定空家等の対策 

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、空家等の管理を確保するために、新

たに「管理不全空家等」が創設され、市が「管理不全空家等」と判定すると、所有者に対

して、指導、勧告をすることができるようになりました。管理不全空家等の判定を行い、

指導等を行うことで、空家等の適切な管理につなげていきます。 

「管理不全空家等」「特定空家等」は適切に管理が行われていない結果として、地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとと

もに、その生活環境の保全を図るための措置を行うことが必要となります。 

本市では「管理不全空家等」「特定空家等」と判断された空家等について、その所有者に

対して空家法に基づいて措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

所有者等への助言・指導

及び勧告 

管理不全空家等、特定空家等に該当すると考えられる場合であっ

ても、直ちに空家法に基づく立入調査や指導等の措置を開始する

のではなく、把握した特定空家等の所有者等の事情を勘案し、具体

の対応策を検討し、最適な方策を所有者等と共有し、解決に向けて

取組みます。 

管理不全空家等、特定空家等の所有者等は、当該空家等の危険性や

周辺に及ぼしている悪影響を認識していない可能性があります。

そのため、助言・指導及び勧告の趣旨を示す際には、「どの建築物

が対象となっているのか」「当該空家等がどのような状態になって

いるのか」「周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしている

か」等を示します。 

空家法に基づく勧告を受けた管理不全空家等、特定空家等は、固定

資産税の住宅用地特例（1/6 等に減額）の解除措置を講じます。 

応急措置 

特定空家等の建築資材の飛散など、急迫した危険を回避するため

に、緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置を講じま

す。必要最小限の措置に要した費用は、所有者等の負 

担とします。 

所有者等への命令 
勧告を受けた者が正当な理由がなく、措置をとらなかった場合は、

猶予期限を付けて、勧告に示す措置をとることを命じます。 

 

  

 

(３)-②-１ 管理不全･特定空家等の所得者への助言や指導､勧告等 

(３)-②-２ 条例に基づく代執行の実施 

(３)-②-３ 空家特措法に基づく代執行の実施 

(３)-②-４ 特定空家の所有者への解体等に関する支援 

取組施策 
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◆具体的な取組（前頁続き） 

取組 取組内容 

所有者等に代わっての執

行 

命令を受けた者が、「期間を経過しても必要な措置を履行しないと

き」、「履行しても十分でないとき」又は「履行しても期限までに完

了する見込みがないとき」は、戒告等の諸手続きを経た後、所有者

等に代わって、措置の執行（代執行）を行います。措置の執行にか

かった費用については、所有者等の負担とし国税徴収法に準じて

請求を行います。 

特定空家等対策専門委員

会の設置 

特定空家等の措置に係る指導等の技術的な助言や指導方針の検討

を行い、行政指導を行うに当たり、専門的な見地からの意見を反映

して公平性の確保を図るため、特定空家等対策専門委員会を設置

します。 

空家等除却費補助金 
市が特定空家等と判定し、かつ、解体除却の指導を行う建築物の解

体除却を促すための補助支援制度を継続します。 

空き家家財等処分事業補

助金（再掲） 

伊賀流空き家バンクに登録した空き家（または登録を誓約する空

き家）、宅地建物取引業者と媒介契約を結んだ空き家（または媒介

契約を結ぶことを誓約する空き家）、解体工事を行う予定の空き家

を対象に、家財道具の処分等に対する補助を行います。空き家等の

流通を促進し、管理不全になる空き家の減少を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本市における特定空家等対策の流れ（行政指導）】 
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【本市における特定空家等対策の流れ（行政処分）】 

 

【本市における代執行の流れ】 
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② 空家法以外の法令による対処 

管理不全空家等や特定空家等への対策は、空き家等の状況に応じて異なります。空家法

だけでなく、建築基準法・消防法・道路法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等による

対応も必要であると考えられるため、空き家等の状況により関係部署と連携しながら対処

します。 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組 

取組 取組内容 

他法令による管理不全空

家等への対応 

空家法による指導や措置のほか、必要に応じて他法令に基づく対

応について関係部署と連携し、危険が迫り緊急を要する場合等の

対応方法について検討します。 

財産管理制度等の活用 

財産管理制度とは土地・建物等の所有者が不在・不明である場合等

に、利害関係人の請求により裁判所が選任した「財産管理人」が管

理や処分を行うことができる制度で、空家法の改正により、空家等

の適切な管理のために特に必要があると認めるときには、市区町

村長も選任請求が可能になりました。 

所有者不明空き家等を解消するため、空き家等の状況を危険度等

から総合的に判断し、必要に応じて関係部署と検討を行い、財産管

理制度の活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(３)-③-１ 他法令による管理されていない空家等への対応 

(３)-③-２ 財産管理制度等の活用 

取組施策 

【特定空家の除却について】 

出典：国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要」 
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【財産管理人による空家の管理・処分について】 

出典：国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の解説」 
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（４）古民家等の再生活用に基づく地域の活性化【基本方針４】 

本市は京都や奈良、伊勢を無図部大和街道、伊賀街道、初瀬街道を有し、伊勢神宮への参

拝者の宿場町や藤堂藩の城下町として栄えてきた。また、大きな戦災や震災による影響も少

なく城下町としても街並みが当時のままとなっております。 

このような地理的、歴史的背景から、中心市街地をはじめ各地域において古民家と言われ

る歴史的に価値ある建物が数多く残っておりそれらの利活用を進めることで、歴史的資源を

活用した観光まちづくりに取り組んでいます。これは、空き家の発生予防と有効活用、中心

市街地と農山村地域の賑わいの創出について、官民連携した取り組みを推進しています。 

現在までに NIPPONIAHotel伊賀上野城下町として５棟が改修され、歴史的な建物の保存活

用に繋がっていることから今後も取組を重点的に進めることで、歴史的資源を活用した観光

まちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①古民家等の再生活用のための官民連携実施体制の促進 

古民家等の再生活用には官民連携体制の更なる促進が不可欠である。NIPPONIAHotel

伊賀上野城下町事業では株式会社 NOTE、株式会社 NOTE 伊賀上野、JR 西日本及び本市

の４者の連携協定により事業を推進してきたが、今後は前出以外の事業者とも連携をする

ことでより多くの歴史的資源である古民家等を再生活用し、長期的な視点で賑わい創出に

向けた観光まちづくりを促進していく必要がある。 

 

 

②古民家等の再生活用希望者への支援 

古民家を活用した事業計画を行っている希望者は多数いることから、現在の支援制度

（補助金）だけではなく新たな支援体制の構築が必要である。 

また、古民家を活用して住居とするニーズも有ることから、起業希望者だけではなく地

域の担いて確保に向け歴史的な資源である古民家を活用して移住者獲得に向けて取り組

む必要があります。 

 

 

 

  

【古民家の定義】 

対象見地物は、原則、昭和 25 年の建築基準法の制定時にすでに建てられていた「伝統的建

造物の住宅」とする 

 ただし、建築物が持つ地域にとっての意味合い・重要性などに鑑みて、対象とするかは総合

的に判断することとする。 

※伝統的建造物：特定の地域や文化において長い歴史を持ち、その地域の風土や文化、技術、

生活様式を反映した建物を指します。これらの建物は、通常、一定の時代や様式に基づいて建

設されており、地域の歴史やアイデンティティを象徴する重要な要素となっている。 
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③古民家等の歴史的資源に関する観光施策との連携体制の整備 

古民家を活用した NIPPONIAHotel 伊賀上野事業は空き家対策事業としては全国的に

も注目されています。本市においては観光産業として「忍者」が国内だけではなく海外む

けにも来訪者の増加に向けたコンテンツとしての強みがあることから、古民家再生活用事

業と連携することで、事業としての相乗効果が見込めることから、今後は市内の観光事業

者と連携を強化することで、空き家の再生活用事業を推進します。 

 

 

④古民家等の活用事例に関する情報発信 

本事業は、先進事例として国交省を始め国の各機関からも取り上げられており、視察等

も数多く受け入れております。また、メディア等にも数多く取り上げられています。今後

も積極的に情報発信を行うことで、古民家を活用した事業者の獲得や観光客の誘客、移住

希望者の獲得を推進することで所有者対する空き家の利活用意識の醸成を行うことで空

き家対策の推進を行います。 
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２ 推進体制 

（１）空き家対策の推進体制 

本計画を推進するためには、行政、所有者等、市民、地域、事業者などがそれぞれ主体的に

取り組みながら連携し、これまでに構築された推進体制を維持していきます。 

 

①庁内関係部署との情報共有 

空家法に基づき、関係各部署と連携しながら情報共有を図り、他の計画との整合を図り

ながら本計画を推進します。 

 

②推進体制の役割 

【所有者等の役割】  

空き家所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な

維持管理に努めるとともに、賃貸や売却の方法で流通を促進する等、所有者等が自

らの責任により的確に対応するものとします。 

 

【市民の役割】 

住宅等の所有者は、住んでいる住宅を適正に管理する必要があります。また空き

家化の予防意識を持ち、空き家になった場合に備え事前準備を検討するものとしま

す。 

 

【地域の役割】  

住民自治協議会や地域団体は、安心して住み続けられる良好な生活環境の保全・

形成を進めるために、地域内の空き家の把握や市への情報提供等、市や所有者等と

連携して、空き家の公益的な利活用や適正管理を行うものとします。 

 

【民間事業者等の役割】  

民間事業者等は、住宅の流通や維持管理主体として位置づけられ、住宅や土地の

流通、住宅を保全するための補修や空き家になったときの維持管理、さらに空き家

を除却して更地にしていくことまで、幅広い機能を持っており、大きな役割を果た

しています。民間事業者等は、専門的な技術や知識をもって、市や所有者等が行う

適切な生活環境を維持するための空き家等の対策について、情報提供や支援を行う

ものとします。 
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【市（行政）の役割】  

市は、空家等対策の実施に関して本計画を作成し、空家等に関する必要な施策や

措置を検討し、関係機関と連携しながら適切に空家等対策を推進するものとします。

また相談体制の整備や市内の空き家の実態把握並びにその所有者等の特定を行い、

空家等及びその跡地の活用方策の検討を図る必要があります。 

また、結果として地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等については、

立入調査を必要に応じて行いつつ、必要な措置を行います。 

 

【県・国（行政）の役割】 

県の役割は、空家法で「都道府県は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に

対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を

行うよう努めなければならない。」と規定されています。 

国の役割は、空家法で「国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。」「国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組の

ために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならな

い。」「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及び

その活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。」と規定さ

れています。 

また国及び県は、空家法で「国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対

策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上

の措置を講ずるものとする。」「国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、

市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に

資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定されて

います。 

 

 

（２）協議会の設置 

本計画の変更や実施に関する審議等を行うため市長の附属機関として「協議会」を設置し

ます。  

協議会では、「空き家化の予防」や「空き家の活用と流通促進対策」、「空き家の適正管理の

対策」「古民家等の再生活用に基づく地域の活性化」など空き家施策の推進についての協議

や、「管理不全・特定空家等に対する措置の方針などに関する協議」など管理不全・特定空家

等の対策について審議を行います。  

また、円滑に空き家対策の推進を図るために、専門委員会を設置し、地域における空き家

対策の様々な課題に取り組み、解決に導くための審議を行います。  
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参考資料  
 

１ 伊賀市空家等対策協議会 

（１）伊賀市空家等対策協議会委員名簿 

 

【第５期伊賀市空家等対策協議会委員名簿 敬称略】 
（第５期任期 令和６年１０月１日から令和 8年９月３０日）     

 団 体 名 氏  名 

1 國學院大學観光まちづくり学部 会長 浅野  聡 

2 一般社団法人 三重県建築士事務所協会  池澤 邦仁 

3 公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会  西 昭彦 

4 公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部  前川 伸二 

5 一般社団法人 三重県不動産鑑定士協会  鈴木 茂基 

6 一般社団法人 三重県建設業協会  奥井 実 

7 三重弁護士会  庄司 正樹 

8 三重県土地家屋調査士会  中井 洸一 

9 三重県司法書士会  林 克至 

10 上野商工会議所  山本 禎昭 

11 伊賀市商工会  古川 一司 

12 社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会  田邊 寿 

13 伊賀市 副会長 宮﨑 寿 
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２ 資料 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
発令  ：平成26年11月27日号外法律第127号 
最終改正：令和5年6月14日号外法律第50号 
改正内容：令和5年6月14日号外法律第50号[令和５年12月13日] 

 
○空家等対策の推進に関する特別措置法 

〔平成二十六年十一月二十七日号外法律第百二十七号〕 
〔総務・国土交通大臣署名〕 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 
第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 
第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 
第四章 空家等の活用に係る措置（第十五条―第二十一条） 
第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 
第六章 空家等管理活用支援法人（第二十三条―第二十八条） 
第七章 雑則（第二十九条） 
第八章 罰則（第三十条） 
附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境
に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その
生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国によ
る基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計
画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関
する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的
とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使
用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第
十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを
除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ
のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ
る状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供
その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関
し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対
策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関
しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助
言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
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（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ
さないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する
施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本
的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行
政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に
即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることがで
きる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策
に関する基本的な方針 

二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する
事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定
による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行を
いう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びそ
の分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のた
めに当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用
促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進
を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 
一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 
二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 
三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 
四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二項
に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域
として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 
二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種
類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」と
いう。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じ
た経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 
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５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内
の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建
築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次
項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十
三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定によ
り読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二
項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用
を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の適用
を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例
適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定
する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行
の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環
境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民
の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び
同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場合にお
いて、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整
区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あ
らかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県
知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項の規
定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書の規定
の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、
あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条
第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第
八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定の
ただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁
をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用
途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建
築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活
動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八条第
一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同
法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならな
い。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助
言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下
この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議
員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をも
って構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するた
めの調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有
者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空
家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。  
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３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入ら
せようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならな
い。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携
帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏
名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度におい
て、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区
の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情
報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から
提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を
行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方
公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関
し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するた
めに所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているも
のに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備
その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の
提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家
等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家
等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる
事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防
止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善さ
れず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指
導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することと
なることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁
判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九
百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき
は、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができ
る。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認め
るときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規
定による命令の請求をすることができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、
又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用の
ために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
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（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用
促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この
条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要が
あると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定め
られた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、
その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその
他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十
二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日
以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の
適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適
合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十
二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する
空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例
適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項
（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後
は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの
規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定
行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同
条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平
成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規
定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特
例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その
他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中
「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上や
むを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要
件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定に
より公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に
限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この
項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又
は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたと
きは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよ
う適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画
に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法
（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたとき
は、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規
定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の
活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことが
できる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法
第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第
二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七
号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 
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（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十
一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内にお
ける空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な
調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第
八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管
理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関
する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

第五章 特定空家等に対する措置 
第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹
の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安
上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等につ
いては、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改
善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、
修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること
ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな
かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ
の勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとす
る者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通
知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出
する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書
の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じよ
うとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じよう
とする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知する
とともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出す
ることができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ
の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込
みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者
のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられ
るべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき
（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができ
ないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該
命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この
項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合におい
ては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限まで
にその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴
収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該
特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な
措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命
ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担にお
いて、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準
用する。 
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13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総
務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合にお
いては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

15 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及
び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要
な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省
令で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行
うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認め
られるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定
することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所
又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、
あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならな
い。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活
用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必
要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管
理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 
四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 
五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認
めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、
支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による
指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指
導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家
等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の
求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等
関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじ
め、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される
特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 
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（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通
省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することが
できる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成し
て、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をする
か否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空
家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に
必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請するこ
とができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条
各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をす
る必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知
するものとする。 

第七章 雑則 
第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ
円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の
拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に
関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとす
る。 

第八章 罰則 
第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処す
る。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月
を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

〔平成二七年二月政令五〇号により、本文に係る部分は、平成二七・二・二六から、ただし書に係る部
分は、平成二七・五・二六から施行〕 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。 

附 則〔令和五年六月一四日法律第五〇号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

〔令和五年一一月政令三三一号により、令和五・一二・一三から施行〕 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行
時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この条におい
て「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用については、新法第七条第八項
中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改
正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 
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２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行
の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第二十二条第十項後段の
規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に
関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定による公告を行った
場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後
に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第十四条第二項の規定に
よる勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含
む。）は、政令で定める。 

（検討） 
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施
行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。 

（地方税法の一部改正） 

第五条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（地方税法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、施行日の属する
年の翌年の一月一日（施行日が一月一日である場合には、同日）を賦課期日とする年度以後の年度分
の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ
る。 

（独立行政法人都市再生機構法の一部改正） 

第七条 独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正） 

第八条 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）の一部を次のように改正す
る。 

〔次のよう略〕 
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（２）伊賀市空家等の適正管理に関する条例 

○伊賀市空家等の適正管理に関する条例 
平成28年６月30日条例第27号 

改正 
令和６年３月28日条例第16号 

伊賀市空家等の適正管理に関する条例 

伊賀市空き家等の適正管理に関する条例（平成25年伊賀市条例第５号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び
財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進することを目的とす
る。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民等」とは、市内に居住する者並びに本市の区域内に滞在する者（通勤、
通学等をする者を含む。）及び区域内を通過する者をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成26年法律第127号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ
ないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努
めなければならない。 

（情報提供） 

第４条 市民等は、適正に管理されていないと思われる空家等を発見したときは、市長にその情報を提供
するものとする。 

（立入調査等） 

第５条 市長は、前条の規定による情報提供を受けたとき、又は必要があると認めるときは、法第９条第
１項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し
必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、法第９条第２項の規定により、法第22条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度に
おいて、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはそ
の委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせよう
とするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただ
し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第６条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その
他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保
有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、法第10条第３項の規定により、関係する地方公
共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必
要な情報の提供を求めることができる。 

（助言又は指導） 

第７条 市長は、法第13条第１項の規定により、管理不全空家等の所有者等に対し、当該管理不全空家等
に関し必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。 

２ 市長は、法第22条第１項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し必要な
措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。 

（勧告） 

第８条 市長は、前条第１項の規定により指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改
善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第
13条第２項の規定により、当該指導を受けた者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができ
る。  
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２ 市長は、前条第２項の規定により助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改
善されないと認めるときは、法第22条第２項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当
の猶予期限を付けて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（勧告に関する意見聴取等） 

第９条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ、その勧告
を行おうとする者に対し意見を述べる機会を与えるものとする。 

２ 市長は、前条第１項又は第２項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ、第14条第１項
に規定する協議会の意見を聴かなければならない。 

（措置命令） 

第10条 市長は、第８条第２項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を
講じなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第３項の規定により、その者に
対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に
対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交
付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を
与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し、意見書の提出
に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第１項の措置を命じようとす
る者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第１項の規定により命じようとする措
置並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するととも
に、これを公告しなければならない。 

６ 第４項に規定する者は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出するこ
とができる。 

７ 市長は、第１項の規定により措置を講ずることを命じた場合においては、標識の設置その他規則で定
める方法により、その旨を公示しなければならない。 

８ 第１項の規定により措置を講ずることを命ぜられた特定空家等の所有者等は、前項の標識の設置を拒
み、又は妨げてはならない。 

（代執行等） 

第11条 市長は、前条第１項の規定により必要な措置を講ずることを命じた場合において、その措置を命
ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限まで
に完了する見込みがないときは、法第22条第９項の規定により、行政代執行法（昭和23年法律第43号）
の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができ
る。 

２ 市長は、前条第１項の規定により必要な措置を講ずることを命じようとする場合において、過失がな
くてその措置を講ずることを命ぜられるべき者（以下この項において「命令対象者」という。）を確知
することができないとき（過失がなくて第７条第２項の助言若しくは指導又は第８条第２項の勧告が行
われるべき者を確知することができないため前条第１項に定める手続により命令を行うことができない
ときを含む。）は、法第22条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行
い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、市長は、その
定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないとき
は市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を
あらかじめ公告しなければならない。 

（応急措置） 

第12条 市長は、特定空家等の倒壊等により、人の生命、身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊
急の必要があると認めるときは、当該被害を防ぐため必要な最小限度の応急措置を講ずることができ
る。 

２ 市長は、前項の応急措置を講じたときは、当該応急措置に要した費用を特定空家等の所有者等から徴
収することができる。 

（空家等の活用の促進及び発生の予防） 

第13条 空家等の所有者等は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸借、譲渡、売却その他第
三者による使用又は管理の方法を積極的に用いるよう努め、地域資源としての活用を図るものとする。 
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２ 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。）の所有者等
は、当該建築物が将来において空家等とならないよう、空家等の発生を予防するために必要な措置を講
じるよう努めなければならない。 

３ 市長は、空家等の所有者等、市民等が空家等の活用及び空家等の発生の予防に関する理解を深め、こ
れを自主的に取り組むよう、広報活動、啓発活動その他必要な措置を講じなければならない。 

（空家等対策協議会） 

第14条 市長は、この条例の施行のために必要な事項を調査し、及び審議するため、伊賀市空家等対策協
議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 
３ 協議会の委員は、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他市長が必要と認めるもの
のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
５ 委員は、再任されることができる。 
６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（関係機関との連携） 

第15条 市長は、この条例の施行のために必要があると認める場合は、官公署その他の関係機関と必要な
措置について協議し、及び連携して対応を行うものとする。 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月28日条例第16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


